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１．計画の実施地区の区域                                  

区域：越谷市内全域 

面積：60.24㎢ 

 

２．基本的方針                                          

（１）実施地区の概要 

越谷市は、埼玉県の東南部、都心から半径25㎞圏内に位置しており、北は春日部市、東は

松伏町及び吉川市、南は草加市、西はさいたま市と接しています。東武伊勢崎線（東武スカイ

ツリーライン）が南北に、JR武蔵野線が東西に走り、鉄道の結節点として機能しています。市

域面積は60.24㎢で、鉄道駅周辺を中心に市街地が形成され、それを取り巻くように農地が

広がっています。 

令和６年度に本市で実施した越谷市空家等実態調査（以下「実態調査」という。）では、  

2,262件が空家等の可能性が高い建築物と判断されました。 

 

（２）実施地区の課題 

本市における空家率は、全国に比べ低くなっており、空家等対策について一定の成果を挙

げている一方、建築物の老朽化や所有者等の高齢化等により、今後、さらなる空家等の増加

が懸念されます。 

また、実態調査における空家等の可能性が高い建築物について、損傷具合から点数化とラ

ンク付けによる分類を行ったところ、小規模の修繕による再利用が可能と判定された建築物

（Aランク）は2,０７０件（９１．５％）でした。 

しかしながら、適正な管理が行われないまま放置されると、地域住民の生活環境へ悪影響

を及ぼしたり、空家等に起因する犯罪のリスクが高まるおそれがあることから、特定空家等の

除却を促進するとともに、活用が可能な空家等の利活用や流通を促進する必要があります。 
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（３）実施地区の整備の方針 

本市では、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」という。）第７条に基づ

く、「越谷市空家等対策計画」を平成３１年３月に策定しました。同計画で定めた、「適正管理の

促進」 「発生の予防・抑制」 「活用・流通の促進」を３つの基本な方針として総合的な対策を

実施しています。 

「適正管理の促進」では、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等の所

有者等へ空家法や越谷市空家等の適正管理に関する条例に基づく指導等を実施するととも

に、空家等の除却に関する支援を講じることで所有者等による自発的な除却を促進していま

す。 

また、空家等の所有者不明問題に関する対策に取り組むとともに、防災・防犯対策を促進

するため、各種機関と連携を図ります。 

「発生の予防・抑制」では、空家等になる前の段階から、市民等への意識啓発、「住まいの終

活」の普及促進等による予防行動の促進や建築物の維持保全などにより、空家等の発生の予

防・抑制に取り組みます。 

「活用・流通の促進」では、協定を締結している埼玉県宅地建物取引業協会越谷支部と連

携を図り、所有者等からの相談について総合的な対応を行うとともに、売買等を検討している

所有者等へ積極的な働きかけを行っています。また、空家等を利活用する事業に係る改修に

対して支援を実施しています。引き続き、空家等の活用・流通の促進を図るとともに、活用・流

通がしやすい仕組みを模索します。 

なお、令和８年３月に計画期間の満了を迎えることから、空家等対策を取り巻く社会情勢の

変化に対応するとともに、総合的かつ計画的な空家等対策をより一層推進することを目的と

して、「越谷市空家等対策計画」を改定します。 
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（４）空き家対策総合実施計画の目標 

計画期間：令和８年度から令和１２年度（５年間） 

目   標：空家等の活用  ２棟 

空家等の除却 １７棟 

 

（５）連携した協議会等の概要 

名    称：越谷市空家等対策協議会 

主な構成員：自治会代表者、市議会議員、学識経験者（法務、不動産、建築、福祉、文化）、  

公募による市民、市長が必要と認める者（地域の防犯や防災に関する見識を保

有する者、福祉従事者）、市長 

 

３．空き家の活用と除却に関する事項                          

空き家等対策基本事業 

事業手法 施行者 
事業対

象 

活用用途 

又は跡地の活用 
棟数 

事業実施 

予定時期 

活用 所有者等 空家等 
地域活性化等に資する

施設（交流施設等） 
2 

令和８年度から

令和１２年度 

（５年間） 

除却 

所有者等 
特定 

空家等 
所有者等の意向による １５ 

越谷市 
特定 

空家等 
－ ２ 

実態 

把握 
越谷市 空家等 － ４,０７２ 

所有者 

調査 
越谷市 空家等 － － 
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４．他の空き家対策に関する事項                             

（１）空き家対策附帯事業 

施行者 事業対象 事業内容 
事業実施 

予定時期 

越谷市 空家等 財産管理制度等の活用に係る予納金 

令和８年度から 

令和１２年度 

（５年間） 

（2）空き家対策促進事業 

概 要：空家対策に関するリーフレットの作成及び配布 

施 行 者：越谷市 

予定時期：令和８年度から令和１２年度（５年間） 

 

（3）空き家対策総合支援事業の補助対象以外の空き家対策に関する取組 

事 業 概 要 施行者 事業実施予定時期 

空家無料相談会の開催 

越谷市 
令和８年度から令和１２年度 

（５年間） 

周知・啓発チラシ（固定資産税納税通知書同封等） 

空家対策等に関する出張講座の開催 

越谷市空家バンク 

（不動産団体と連携した空家等の流通・促進） 

住まいの終活の普及促進 

相続登記の申請義務化の周知 

防災・防犯対策の促進 

家財の処分に関する相談の実施や支援 

 

５．その他必要な事項                                    

本計画は、「越谷市空家等対策計画」との整合性を図りつつ、事業の効果等を適宜検証し、

必要に応じて越谷市空家等対策協議会等による協議のうえ、見直しを行ってまいります。 


